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理事会開催
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本
会
の
理
事
会
が
、
去
る
五
月
二
十
三
日
午
後
二

時
か
ら
、
リ
ー
ガ
ロ
イ
ヤ
ル
ホ
テ
ル
京
都
で
開
催
さ

れ
た
。
三
帰
依
文
唱
和
に
続
い
て
、
北
條
理
事
長
を

議
長
に
、
加
藤
俊
雄
・
大
谷
博
通
の
両
師
を
議
事
録

署
名
人
に
選
出
し
議
事
に
入
っ
た
。

議
案
第
一
号
「
平
成
十
一
年
度
事
業
報
告
に
つ
い

て
承
認
を
求
め
る
件
」

議
案
第
二
号
「
平
成
十
一
年
度
収
支
決
算
に
つ
い

て
承
認
を
求
め
る
件
」

北
條
議
長
よ
り
、
第
一
号
及
び
第
二
号
の
二
議
案

を
一
括
し
て
上
程
。
始
め
に
吉
橋
総
務
部
長
が
事
業

の
概
要
を
報
告
、
続
い
て
倉
澤
財
務
部
長
が
一
般
会

計
、
特
別
会
計
の
収
支
決
算
に
つ
い
て
詳
細
な
説
明

を
行
っ
た
。
次
に
監
事
を
代
表
し
て
瀬
古
眞
隆
師
が

監
査
報
告
を
行
っ
た
後
、
原
案
通
り
承
認
さ
れ
た
。

議
案
第
三
号
「
ル
ン
ビ
ニ
ー
園
復
興
計
画
事
業
の

現
況
と
今
後
の
方
針
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
件
」

北
條
議
長
よ
り
上
程
。
櫻
井
国
際
文
化
部
長
が
事

業
の
現
況
に
つ
い
て
詳
細
に
報
告
し
た
。
複
数
の
理

事
よ
り
、
マ
ヤ
堂
発
掘
調
査
報
告
書
の
早
期
完
成
や

マ
ヤ
堂
再
建
計
画
及
び
事
業
資
金
に
関
す
る
問
題
点

の
明
確
化
等
の
要
望
と
意
見
が
数
多
く
出
さ
れ
た
。

今
後
の
方
針
に
つ
い
て
は
、
ル
ン
ビ
ニ
ー
委
員
会
が
、

方
針
の
具
体
化
の
た
め
努
力
を
続
け
る
こ
と
に
な
っ

た
。協

議
事
項
一
「
国
政
選
挙
に
お
け
る
推
薦
基
準
に

つ
い
て
」

五
月
十
八
日
の
信
教
の
自
由
に
関
す
る
委
員
会
で

の
審
議
の
結
果
、
理
事
長
に
「
現
在
の
自
民
、
公
明
、

保
守
三
党
連
立
政
権
が
信
教
の
自
由
、
政
教
分
離
の

観
点
か
ら
、
問
題
が
多
く
、
事
態
が
よ
り
深
刻
化
し

つ
つ
あ
り
対
応
が
必
要
で
あ
る
」
と
の
意
見
具
申
が

さ
れ
た
。
こ
の
状
況
に
鑑
み
協
議
し
た
結
果
、
近
い

時
期
に
実
施
さ
れ
る
国
政
選
挙
に
お
い
て
、
本
会
と

し
て
は
立
候
補
（
予
定
）
者
へ
の
推
薦
状
の
発
行
は

全
て
行
わ
な
い
旨
、
合
意
さ
れ
た
。

協
議
事
項
二
「
そ
の
他
」

森
喜
朗
内
閣
総
理
大
臣
の
「
神
の
国
」
発
言
に
対

し
て
、
五
月
十
八
日
の
信
教
の
自
由
に
関
す
る
委
員

会
の
審
議
の
結
果
、
理
事
長
宛
に
「
戦
前
の
国
家
神

道
の
復
活
を
想
起
さ
せ
、
戦
後
の
日
本
国
憲
法
を
確

立
さ
せ
た
歴
史
の
教
訓
を
否
定
す
る
も
の
で
、
信
教

の
自
由
を
守
る
観
点
か
ら
看
過
で
き
な
い
」
と
の
意

見
具
申
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
協
議
さ
れ
た
。

理

事

会

開

催

財
団
法
人

�
�
�
�
�
�

暑
中
お
見
舞
い

申
し
上
げ
ま
す

会

長

�
�
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第
六
十
一
回
Ｗ
Ｆ
Ｂ
執
行
委
員
会
が
タ
イ
国
バ
ン

コ
ク
で
開
催
さ
れ
、
櫻
井
英
幸
国
際
文
化
部
長
・
入

西
智
彦
国
際
文
化
部
次
長
の
両
名
が
出
席
し
ま
し
た
。

今
回
の
執
行
委
員
会
は
、
当
初
ス
リ
ラ
ン
カ
の
コ
ロ

ン
ボ
で
開
催
さ
れ
る
予
定
で
し
た
が
、
ス
リ
ラ
ン
カ

国
内
の
政
情
不
安
の
た
め
、
急
遽
バ
ン
コ
ク
で
の
開

催
に
変
更
と
な
っ
た
も
の
で
す
。

委
員
会
で
は
、
最
大
の
懸
案
で
あ
っ
た
第
二
十
一

回
Ｗ
Ｆ
Ｂ
大
会
（
二
○
○
○
年
十
二
月
上
旬
予
定
）

の
開
催
地
に
つ
い
て
議
論
が
交
わ
さ
れ
、
そ
の
結
果

バ
ン
コ
ク
で
開
催
す
る
こ
と
を
決
定
し
ま
し
た
。
大

会
テ
ー
マ
は
未
定
で
す
が
、
Ｗ
Ｆ
Ｂ
創
立
五
十
周
年

記
念
行
事
と
世
界
仏
教
徒
大
学
（
Ｗ
Ｂ
Ｕ
）
の
開
校

式
典
も
併
せ
て
行
わ
れ
る
模
様
で
す
。

他
に
、
Ｗ
Ｆ
Ｂ
に
対
し
て
大
き
な
貢
献
の
あ
っ
た

人
々
に
勲
章
を
授
与
す
る
こ
と
が
決
議
さ
れ
、
詳
細

に
つ
い
て
は
Ｗ
Ｆ
Ｂ
本
部
で
企
画
・
準
備
を
進
め
て

い
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
毎
年
五
月
の
満

月
日
に
釈
尊
生
誕
日
・
ウ
エ
サ
カ
デ
ー
を
祝
う
こ
と

に
つ
い
て
国
際
的
承
認
を
得
る
と
い
う
ス
リ
ラ
ン
カ

を
始
め
と
す
る
各
国
か
ら
国
連
に
出
さ
れ
た
提
案
に

つ
い
て
も
討
議
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
釈
尊
生
誕
の
具

体
的
な
日
時
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
伝
統
・
習
慣

等
に
よ
る
違
い
が
あ
り
難
し
い
点
も
多
々
あ
り
ま
す

が
、
Ｗ
Ｆ
Ｂ
は
そ
の
普
及
の
役
割
を
果
た
し
て
い
く

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

（
報
告

国
際
文
化
部
）

始
め
に
、
前
回
委
員
会
か
ら
の
繰
り
延
べ
議
案
で

あ
っ
た
正
副
委
員
長
の
互
選
が
行
わ
れ
、
委
員
長
に

青
地
敬
水
師
（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
）、
副
委
員
長

に
本
間
孝
康
師
（
神
奈
川
県
仏
教
会
）
が
満
場
一
致

で
選
出
さ
れ
た
。

引
き
続
い
て
行
わ
れ
た
議
事
で
は
、
櫻
井
国
際
文

化
部
長
よ
り
、
今
後
の
経
費
・
予
算
、
考
古
学
調
査

の
未
了
の
事
務
処
理
、
ネ
パ
ー
ル
側
と
の
間
で
組
織

さ
れ
る
マ
ヤ
堂
復
元
計
画
の
大
綱
を
審
議
す
る
た
め

の
運
営
委
員
会
の
委
員
の
提
示
等
に
関
す
る
、
今
後

の
折
衝
方
針
や
そ
の
具
体
的
な
進
め
方
の
問
題
点
に

つ
い
て
の
説
明
が
な
さ
れ
、
そ
の
後
審
議
が
行
わ
れ

た
。
結
果
、
こ
れ
ら
の
問
題
点
に
関
し
て
は
、
次
回

の
ル
ン
ビ
ニ
ー
委
員
会
（
七
月
三
十
一
日
開
催
予

定
）
で
結
論
を
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。

第
六
十
一
回
Ｗ
Ｆ
Ｂ
執
行
委
員
会

Ｗ
Ｆ
Ｂ
執
行
委
員
会
各
国
か
ら
の
出
席
者

ル
ン
ビ
ニ
ー
委
員
会

六
月
十
九
日
於
明
照
会
館

六
月
二
十
三
日

於

バ
ン
コ
ク

仏旗バッチ
２×４．５cm ５００円

法輪バッチ
直径１cm １０００円

お申し込みは

全日本仏教会

財務部まで
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五
月
十
八
日
午
後
二
時
よ
り
、
明
照
会
館
会
議
室

で
、
第
一
回
信
教
の
自
由
に
関
す
る
委
員
会
が
開
催

さ
れ
た
。

最
初
に
、
委
員
長
の
選
出
が
行
わ
れ
、
委
員
長
に

小
山
典
勇
師
が
選
ば
れ
た
。

続
い
て
、
本
年
度
の
活
動
方
針
が
審
議
さ
れ
た
。

�
「
首
相
及
び
閣
僚
の
靖
国
神
社
公
式
参
拝
中
止
の

要
請
」
に
つ
い
て

過
去
十
八
回
に
わ
た
り
反
対
の
意
志
表
明
を
行
っ

て
来
た
が
、
今
年
も
同
様
の
公
式
参
拝
中
止
の
要
請

書
を
内
閣
総
理
大
臣
宛
に
提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

文
案
と
処
理
に
つ
い
て
は
委
員
長
と
事
務
総
局
に
一

任
さ
れ
た
。

�
「
森
喜
朗
内
閣
総
理
大
臣
の
『
神
の
国
』
発
言
」

へ
の
対
応

五
月
十
五
日
の
神
道
政
治
連
盟
国
会
議
員
懇
談
会

で
の
森
喜
朗
内
閣
総
理
大
臣
の
『
・
・
日
本
の
国
、

ま
さ
に
天
皇
を
中
心
と
し
た
神
の
国
で
あ
る
・
・
』

と
の
発
言
に
対
し
て
、
そ
の
対
応
を
協
議
し
た
結
果
、

看
過
で
き
な
い
こ
と
で
あ
り
理
事
長
宛
に
意
見
具
申

書
を
提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。（
別
記
一
）

�
「
信
教
の
自
由
の
保
障
と
政
教
分
離
」
の
検
討

昨
年
九
月
五
日
の
本
委
員
会
で
の
協
議
で
、
理
事

明
照
会
館
会
議
室
で
開
催
さ
れ
た

第
一
回
信
教
の
自
由
に
関
す
る
委
員
会

信
教
の
自
由
に
関
す
る
委
員
会

別
記
一

内
閣
総
理
大
臣
の
『
神
の
国
』
発
言

に
関
す
る
意
見
具
申
書

森
喜
朗
内
閣
総
理
大
臣
は
五
月
十
五
日
の
神
道
政
治
連
盟
国
会

議
員
懇
談
会
の
席
上
で
『
や
や
も
す
る
と
政
府
側
が
、
若
干
及
び

腰
に
な
る
よ
う
な
こ
と
を
し
っ
か
り
と
前
面
に
出
し
て
、
日
本
の

国
、
ま
さ
に
天
皇
を
中
心
と
し
て
い
る
神
の
国
で
あ
る
と
い
う
こ

と
を
、
国
民
の
み
な
さ
ん
に
し
っ
か
り
と
承
知
を
し
て
い
た
だ
く
、

そ
の
思
い
で
わ
れ
わ
れ
が
活
動
し
て
三
十
年
に
な
る
。』
等
と
語

ら
れ
た
こ
と
、
そ
の
後
の
総
理
大
臣
の
対
応
で
も
、『
真
意
が
正

し
く
伝
わ
っ
て
い
な
い
の
で
、
誤
解
を
う
け
て
い
る
面
に
つ
い
て

は
お
詫
び
申
し
上
げ
る
が
、
発
言
を
取
り
消
す
と
い
う
こ
と
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。』
と
述
べ
ら
れ
、
発
言
を
撤
回
す
る
考
え
の
な
い

こ
と
を
明
言
さ
れ
た
こ
と
が
新
聞
各
紙
に
掲
載
さ
れ
、
テ
レ
ビ
や

ラ
ジ
オ
等
の
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
も
報
道
さ
れ
ま
し
た
。

五
月
十
八
日
、
明
照
会
館
会
議
室
に
於
い
て
、
平
成
十
二
年
度

第
一
回
の
信
教
の
自
由
に
関
す
る
委
員
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
席
で
、
こ
の
問
題
へ
の
対
応
が
急
遽
取
り
上
げ
ら
れ
討
議
さ

あ
ら
ひ
と
が
み

れ
た
そ
の
結
果
、
こ
れ
ら
の
発
言
は
、
天
皇
を
『
現
人
神
』、
日

本
を
『
神
国
』
と
し
た
戦
前
の
国
家
神
道
の
復
活
を
想
起
さ
せ
、

戦
後
の
日
本
国
憲
法
が
『
信
教
の
自
由
の
保
障
・
政
教
分
離
の
原

則
』
を
確
立
し
た
歴
史
の
教
訓
を
否
定
し
た
も
の
と
言
わ
ざ
る
を

得
ず
、
少
な
か
ら
ぬ
危
惧
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。

全
日
本
仏
教
会
は
財
団
創
立
以
来
、
全
一
仏
教
運
動
を
展
開
し

釈
尊
の
『
み
教
え
』
の
も
と
世
界
平
和
・
生
命
の
尊
重
・
人
権
擁

護
を
標
榜
し
て
活
動
し
て
い
る
上
か
ら
も
、
今
回
の
内
閣
総
理
大

臣
の
発
言
は
、
全
人
類
が
希
求
し
て
い
る
平
和
へ
の
願
い
を
踏
み

躙
る
も
の
で
あ
り
、
信
教
の
自
由
を
守
る
観
点
か
ら
、
本
会
と
し

て
明
確
な
意
志
表
示
と
対
応
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
の
結
論

を
得
た
の
で
こ
こ
に
意
見
具
申
い
た
し
ま
す
。

平
成
十
二
年
五
月
十
八
日

信
教
の
自
由
に
関
す
る
委
員
会
委
員
長

小

山

典

勇

全
日
本
仏
教
会
理
事
長

北

條

成

之

様

法
律
相
談
室

長
谷
川
正
浩
弁
護
士
に
よ
る
無
料
法
律
相
談

を
毎
月
第
二
、
第
四
木
曜
日
の
午
後
開
催
し
て

お
り
ま
す
。
本
会
事
務
総
局
（
○
三
―
三
四
三

七
―
九
二
七
五
）
へ
事
前
予
約
の
上
お
い
で
下

さ
い
。

全 仏
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長
宛
に
自
民
・
自
由
・
公
明
の
三
党
連
立
政
権
の
成

立
が
信
教
の
自
由
を
脅
か
す
恐
れ
が
大
き
く
そ
の
対

応
が
必
要
と
の
意
見
具
申
を
行
っ
た
。
そ
の
後
自
民

・
公
明
・
保
守
の
三
党
連
立
政
権
に
変
わ
っ
た
が
、

む
し
ろ
政
教
分
離
し
て
い
な
い
政
党
の
影
響
力
が
強

ま
っ
て
お
り
、
事
態
が
深
刻
に
な
ら
な
い
前
に
対
応

が
必
要
と
の
意
見
が
大
勢
を
占
め
た
。
本
件
に
対
し

て
理
事
長
宛
に
意
見
具
申
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
決

定
し
た
。（
別
記
二
）

五
月
十
八
日
の
信
教
の
自
由
に
関
す
る
委
員
会
の

審
議
と
五
月
二
十
三
日
の
理
事
会
の
協
議
を
踏
ま
え

て
、
森
喜
朗
内
閣
総
理
大
臣
の
『
神
の
国
』
発
言
の

撤
回
要
請
書
を
五
月
二
十
五
日
政
府
宛
提
出
し
た
。

（
別
記
三
）

五
月
二
十
三
日
の
理
事
会
で
来
る
べ
き
国
政
選
挙

の
対
応
を
協
議
し
、
昨
年
以
来
、
政
教
分
離
さ
れ
て

い
な
い
政
党
が
政
権
に
参
画
す
る
こ
と
に
反
対
し
て

き
た
本
会
の
姿
勢
を
再
確
認
し
た
。
そ
の
結
果
、
本

会
は
今
ま
で
各
加
盟
団
体
か
ら
の
依
頼
に
よ
り
行
っ

て
き
た
国
政
選
挙
に
お
け
る
立
候
補
（
予
定
）
者
へ

の
推
薦
状
の
発
行
を
今
回
は
行
わ
な
い
こ
と
と
し
、

五
月
二
十
五
日
付
け
で
本
会
加
盟
団
体
に
推
薦
状
を

発
行
し
な
い
旨
の
連
絡
を
行
っ
た
。

別
記
二

信
教
の
自
由
・
政
教
の
分
離

に
関
す
る
意
見
具
申
書

昨
秋
、
自
民
・
自
由
・
公
明
の
三
党
連
立
政
権
が
誕
生
し
、
特

定
の
宗
教
団
体
を
唯
一
の
支
持
母
体
と
し
た
政
党
か
ら
入
閣
し
、

国
家
権
力
の
一
翼
を
占
め
る
に
至
り
ま
し
た
。
本
会
の
信
教
の
自

由
に
関
す
る
委
員
会
は
昨
年
九
月
に
、
信
教
の
自
由
を
守
る
観
点

か
ら
多
大
な
危
機
感
を
抱
き
急
遽
委
員
会
を
開
催
し
て
、
こ
の
問

題
を
討
議
し
た
結
果
、
九
月
十
日
付
け
で
理
事
長
に
本
会
と
し
て

の
対
応
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
具
申
を
致
し
ま
し
た
。

そ
の
後
の
理
事
会
に
お
い
て
、
こ
の
問
題
が
審
議
さ
れ
、
自
民
・

自
由
・
公
明
の
三
党
連
立
政
権
に
反
対
す
る
理
事
長
の
方
針
が
支

持
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
後
、
自
由
党
が
当
初
の
連
立
政
権
を
離
脱
し
、
自
民
・
公

明
・
保
守
の
三
党
連
立
政
権
が
成
立
致
し
ま
し
た
。
連
立
政
権
の

中
で
政
教
分
離
し
て
い
な
い
政
党
の
力
が
相
対
的
に
強
ま
り
、
昨

今
の
諸
政
策
が
、
そ
の
政
党
及
び
そ
れ
と
不
可
分
の
宗
教
団
体
に

配
慮
さ
れ
た
も
の
に
な
っ
て
き
て
お
り
憂
慮
す
べ
き
事
態
と
考
え

ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
政
教
分
離
の
原
則
を
定
め
た
憲
法
第
二
十

条
に
抵
触
し
、
信
教
の
自
由
が
侵
さ
れ
る
事
態
に
な
っ
て
来
て
い

る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。
本
委
員
会
は
、
事
態
が
深
刻
に
な

る
前
に
、
そ
の
対
策
を
速
や
か
に
採
ら
れ
る
よ
う
意
見
具
申
致
し

ま
す
。

参
考

《
政
教
分
離
の
原
則
と
信
教
の
自
由
の
保
障
》

憲
法
第
二
〇
条
【
信
教
の
自
由
】

�
信
教
の
自
由
は
、
何
人
に
対
し
て
も
こ
れ
を
保
障
す
る
。
い
か

な
る
宗
教
団
体
も
、
国
か
ら
特
権
を
受
け
、
又
は
政
治
上
の
権
力

を
行
使
し
て
は
な
ら
な
い
。

�
何
人
も
、
宗
教
上
の
行
為
、
祝
典
、
儀
式
又
は
行
事
に
参
加
す

る
こ
と
を
強
制
さ
れ
な
い
。

�
国
及
び
そ
の
機
関
は
、
宗
教
教
育
そ
の
他
い
か
な
る
宗
教
的
活

動
も
し
て
は
な
ら
な
い
。

平
成
十
二
年
五
月
十
八
日

信
教
の
自
由
に
関
す
る
委
員
会
委
員
長

小

山

典

勇

全
日
本
仏
教
会
理
事
長

北

條

成

之

様

「
神
の
国
」発
言
撤
回
要
請

国
政
選
挙
の
立
候
補
者
推
薦
に
つ
い
て

別
記
三

内
閣
総
理
大
臣
の

『
神
の
国
』
発
言
撤
回
の
要
請
書

森
喜
朗
内
閣
総
理
大
臣
は
五
月
十
五
日
の
神
道
政
治
連
盟
国
会

議
員
懇
談
会
の
席
上
で
『
や
や
も
す
る
と
政
府
側
が
、
若
干
及
び

腰
に
な
る
よ
う
な
こ
と
を
し
っ
か
り
と
前
面
に
出
し
て
、
日
本
の

国
、
ま
さ
に
天
皇
を
中
心
と
し
て
い
る
神
の
国
で
あ
る
と
い
う
こ

と
を
、
国
民
の
み
な
さ
ん
に
し
っ
か
り
と
承
知
を
し
て
い
た
だ
く
、

そ
の
思
い
で
わ
れ
わ
れ
が
活
動
し
て
三
十
年
に
な
る
。』
等
と
語

ら
れ
た
こ
と
、
そ
れ
が
問
題
視
さ
れ
た
後
も
、『
誤
解
を
う
け
て

い
る
面
に
つ
い
て
は
お
詫
び
申
し
上
げ
る
が
、
発
言
を
取
り
消
す

と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。』
と
述
べ
ら
れ
、
発
言
を
撤
回

す
る
考
え
の
な
い
こ
と
を
明
言
さ
れ
た
こ
と
が
新
聞
各
紙
に
掲
載

さ
れ
、
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
等
の
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
も
報
道
さ
れ

ま
し
た
。

本
会
の
理
事
長
諮
問
機
関
で
あ
る
信
教
の
自
由
に
関
す
る
委
員

会
で
も
、
こ
の
問
題
へ
の
対
応
が
急
遽
討
議
さ
れ
「
こ
れ
ら
の
発

あ
ら
ひ
と
が
み

言
は
、
天
皇
を
『
現
人
神
』、
日
本
を
『
神
国
』
と
し
た
戦
前
の

国
家
神
道
の
復
活
を
想
起
さ
せ
、
戦
後
の
日
本
国
憲
法
が
『
信
教

の
自
由
の
保
障
・
政
教
分
離
の
原
則
』
を
確
立
し
た
歴
史
の
教
訓

を
否
定
し
た
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
ず
、
少
な
か
ら
ぬ
危
惧
を
感

じ
ざ
る
を
得
な
い
。」
と
の
意
見
具
申
が
さ
れ
ま
し
た
。

全
日
本
仏
教
会
は
財
団
創
立
以
来
、
全
一
仏
教
運
動
を
展
開
し

釈
尊
の
『
み
教
え
』
の
も
と
世
界
平
和
・
生
命
の
尊
重
・
人
権
擁

護
を
標
榜
し
て
活
動
し
て
い
る
上
か
ら
も
、
今
回
の
内
閣
総
理
大

臣
の
発
言
は
、
全
人
類
が
希
求
し
て
い
る
平
和
へ
の
願
い
を
踏
み

躙
る
も
の
で
あ
り
、
看
過
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
ま
す
。

本
会
は
今
回
の
総
理
の
発
言
に
遺
憾
の
意
を
表
明
す
る
と
共
に
、

速
や
か
に
発
言
を
撤
回
さ
れ
る
こ
と
を
要
請
す
る
も
の
で
あ
り
ま

す
。

平
成
十
二
年
五
月
二
十
五
日

財
団
法
人
全
日
本
仏
教
会

理
事
長

北

條

成

之

内
閣
総
理
大
臣

森

喜

朗

殿

２０００年８月１日

－５－

全 仏
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浄
土
真
宗
本
願
寺
派

総

長

蓮

清

典

総

務

青

地

敬

水

同

木

下

慶

心

同

朝

枝

實

明

同

百

山

敬

祥

京
都
市
下
京
区
堀
川
通
花
屋
町
下
ル

〒
６００
―

８３５８
〇
七
五（
三
七
一
）五
一
八
一

Ｆ
Ａ
Ｘ

〇
七
五（
三
五
一
）一
二
一
一

真
宗
大
谷
派

宗
務
総
長

木

越

樹

参

務

高

浜

純

雄

参

務

財

務

長

安

原

晃

参

務

石

川

正

生

参

務

菊

池

顕

正

参

務

同
和
推
進
本
部
長

里

雄

康

意

京
都
市
下
京
区
烏
丸
通
七
条
上
る

常
葉
町
七
五
四

〒
６００
―

８５０５
〇
七
五（
三
七
一
）九
一
八
一（
代
表
）

臨
済
宗
妙
心
寺
派

宗

務

本

所

管

長

松

山

寛

惠

宗
務
総
長

細

川

景

一

総
務
部
長

後

藤

牧

宗

教
学
部
長

藤

原

東

演

財
務
部
長

瀬

古

眞

隆

花

園

会

本

部

長

微

笑

義

教

法
務
部
長

津

田

清

章

花

園

会

館

部

長

見

浦

宗

山

京
都
市
右
京
区
花
園
妙
心
寺
町
六
四

〒
６１６
―

８０３５
〇
七
五（
四
六
三
）三
一
二
一

曹
洞
宗
宗
務
庁

管

長

宮

崎

奕

保

宗
務
総
長

大

竹

明

彦

参

議

福

山

諦

法

参

議

岩

本

昭

典

教
学
部
長

佐

藤

良

彦

財
政
部
長

加

藤

俊

雄

総
務
部
長

森

嶺

雄

伝
道
部
長

黒

柳

祖

道

教
化
部
長

吉

田

公

雄

出
版
部
長

荒

井

源

空

人
事
部
長

宮

川

敬

學

東
京
都
港
区
芝
二
―
五
―
二

〒
１０５
―

８５４４
〇
三（
三
四
五
四
）五
四
一
一

全 仏

－６－
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浄

土

宗

浄
土
門
主

中

村

康

�

宗
務
総
長

水

谷

幸

正

総
務
局
長

松

本

眞

岳

教
学
局
長

小

林

昭

五

財
務
局
長

曽

和

義

雄

社
会
局
長

大

島

良

彦

東
京
事
務
所
長

袖

山

榮

眞

総
長
公
室
長

豊

岡

鐐

尓

出
版
室
長

小

林

正

道

同
和
推
進

事
務
局
長

出

口

芳

演

同
和
推
進

事
務
局
参
与

境

順

正

職

員

一

同

浄
土
宗
宗
務
庁

京
都
市
東
山
区
林
下
町
四
〇
〇
―
八

〒
６０５
―

００６２
〇
七
五（
五
二
五
）二
二
〇
〇
�

Ｆ
Ａ
Ｘ

〇
七
五（
五
三
一
）五
一
〇
五

浄
土
宗
東
京
事
務
所

東
京
都
港
区
芝
公
園
四
―
七
―
四

〒
１０５
―

００１１
〇
三（
三
四
三
六
）三
三
五
一
�

Ｆ
Ａ
Ｘ

〇
三（
三
四
三
四
）〇
七
四
四

日
蓮
宗
宗
務
院

管

長

藤

井

日

光

宗
務
総
長

渡

�

清

明

宗
務
副
総
長

加
賀
美

泰

全

綜
合
企
画

部

長

篠

原

智

高

庶
務
部
長

垣

本

孝

精

財
務
部
長

野

坂

法

雄

教
務
部
長

中

里

観

正

護
法
伝
道

部

長

田

端

義

宏

立
教
開
宗

七
百
五
十
年
慶

讃
会
事
務
局
長

田

澤

元

泰

現
代
宗
教

研
究
所
長

石

川

浩

徳

国
際
開
教

室

長

川

名

義

顕

人
権
対
策

室

長

藤

崎

一

明

参

与

堀

江

宏

正

参

与

浅

井

玄

裕

※
新
庁
舎
建
設
の
為
、
八
月
よ
り
左
記

仮
庁
舎
に
移
転
し
ま
す
。

東
京
都
大
田
区
池
上
一
―
二
―
一

朗
峰
会
館
内

〒
１４６
―

８５４４
〇
三（
三
七
五
一
）七
一
八
一

Ｆ
Ａ
Ｘ

〇
三（
三
七
五
一
）七
一
八
六

総
本
山
金
剛
峯
寺

高
野
山
真
言
宗
宗
務
所

座

主

管

長

和

田

有

玄

執

行

長

宗
務
総
長

土
生
川

正

道

執

行

総
務
部
長

真

田

有

範

執

行

数
学
部
長

岩

坪

真

弘

執

行

法
会
部
長

中

西

啓

寶

執

行

山
林
部
長

篠

田

光

海

執

行

財
務
部
長

高

橋

智

運

内

事

長

常

岡

弘

雄

同
和
局
長

佐
々
木

兼

俊

企
画
室
長

富

家

海

信

教
学
部
次
長

倉

岡

弘

叔

東
京
別
院
主
監

東
京
宗
務

出
張
所
々
長

壽

山

良

知

堀
川
別
院
主
監

京
都
宗
務

出
張
所
々
長

佐
々
木

弘

傳

高
野
山
弘
法
大
師

奉
賛
会
東
京

事
務
所
々
長

服

部

融

宣

和
歌
山
県
伊
都
郡
高
野
山
一
三
二

〒
６４８
―

０２９４
〇
七
三
六（
五
六
）二
〇
一
一

Ｆ
Ａ
Ｘ

〇
七
三
六（
五
六
）四
六
四
〇

天
台
宗
務
庁

天
台
座
主

渡

邊

惠

進

宗
務
総
長

藤

光

賢

参

務

総
務
部
長

可

児

光

永

参

務

法
人
部
長

稙

田

惠

秀

参

務

財
務
部
長

大

谷

正

道

参

務

教
学
部
長

即

真

尊

�

参

務

社
会
部
長

志

鳥

融

真

参

務

一
隅
を
照
ら
す

運
動
総
本
部
長

獅
子
王

圓

泰

大
津
市
坂
本
四
丁
目
六
番
二
号

〒
５２０
―

０１１３
〇
七
七（
五
七
九
）〇
〇
二
二

２０００年８月１日

－７－

全 仏
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真
言
宗
智
山
派
宗
務
庁

総
本
山
智
積
院
法
務
所

管

長

化

主

宮

坂

宥

勝

宗
務
総
長

寺

務

長

小

林

照

宥

総
務
部
長

執

事

桑

澤

宥

康

教
学
部
長

執

事

原

弘

�

教
化
部
長

執

事

御

嶽

�

英

法
務
部
長

執

事

金

剛

照

欣

財
務
部
長

執

事

芙

蓉

良

英

宗
務
出
張
所
長

別
院
執
事

鈴

木

中

也

京
都
市
東
山
区
東
大
路
七
条
下
ル

東
瓦
町
九
六
四

〒
６０５
―

０９５１
〇
七
五（
五
四
一
）五
三
六
一

真
言
宗
豊
山
派
宗
務
所

管

長

川

田

聖

定

宗
務
総
長

大

塚

惠

章

総
務
部
長

鴇

晃

秀

教
化
部
長

根

岸

榮

宏

教
務
部
長

鈴

木

道

雄

財
務
部
長

横

山

裕

教

教
化
セ
ン
タ
ー
長

菅

野

秀

浩

専
誉
僧
正
四
百
年
、
頼
瑜
僧
正
七
百
年

御
遠
忌
記
念
事
業
委
員
会

事
務
局
長

田

代

弘

興

真
言
宗
豊
山
派
総
合
研
究
院

院
長

加

藤

精

一

東
京
都
文
京
区
大
塚
五
―
四
〇
―
八

〒
１１２
―

００１２
〇
三（
三
九
四
五
）〇
六
三
九

真
言
宗
善
通
寺
派
宗
務
庁

総

本

山

善

通

寺

管

長

法

主

�

吉

清

順

宗
務
総
長

執

行

長

樫

原

禅

澄

香
川
県
善
通
寺
市
善
通
寺
町三

―
三
―
一

〒
７６５
―

８５０６
〇
八
七
七（
六
二
）〇
一
一
一

真
言
宗
大
覚
寺
派

大
本
山

大
覚
寺

管

長

門

跡

片

山

宥

雄

宗
務
総
長

事

務

長

坂

口

博

之

京
都
市
右
京
区
嵯
峨
大
沢
町
四

〒
６１６
―

８４１１
〇
七
五（
八
七
一
）〇
〇
七
一

Ｆ
Ａ
Ｘ

〇
七
五（
八
八
一
）四
九
一
一

聖
観
音
宗

浅
草
寺

貫

首

清
水
谷

孝

尚

執

事

長

小
岩
井

貫

承

東
京
都
台
東
区
浅
草
二
―
三
―
一

〒
１１１
―

００３２
〇
三（
三
八
四
二
）〇
一
八
一

Ｆ
Ａ
Ｘ

〇
三（
三
八
四
五
）六
九
三
三

時
宗

総
本
山
清
浄
光
寺（
遊
行
寺
）

法

主

河

野

憲

善

神
奈
川
県
藤
沢
市
西
富
一
―
八
―
一

〒
２５１
―

０００１
〇
四
六
六（
二
三
）七
二
七
六

全 仏

－８－

２０００年８月１日
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総
本
山
仁
和
寺

真
言
宗
御
室
派

門

跡

管

長

堀

智

範

執

行

長

宗
務
総
長

佐

藤

令

宜

執

行

総
務
部
長

立

部

祐

道

執

行

教
学
部
長

三

池

孝

尚

執

行

財
務
部
長

沖

田

定

信

京
都
市
右
京
区
御
室
大
内
三
三

〒
６１６
―

８０９２
〇
七
五（
四
六
一
）一
一
五
五

Ｆ
Ａ
Ｘ

〇
七
五（
四
六
四
）四
〇
七
〇

融

通

念

佛

宗

総
本
山
大
念
仏
寺

管

長

法

主

白

井

慈

勲

宗
務
総
長

寺
務
総
長

尾

垣

良

格

教
学
部
長

法
務
部
長

山

田

隆

章

庶
務
部
長

辻

康

彦

財
務
部
長

会
計
部
長

久

保

良

方

大
阪
市
平
野
区
平
野
上
町

一
―
七
―
二
六

〒
５４７
―

００４５
〇
六（
六
七
九
一
）〇
〇
二
六

真
言
宗
須
磨
寺
派

大
本
山
須
磨
寺

貫

主

小

池

弘

三

寺

務

長

吉

井

恵

貫

神
戸
市
須
磨
区
須
磨
寺
町
四
―
六
―
八

〒
６５４
―

００７１
〇
七
八（
七
三
一
）〇
四
一
六

本

門

佛

立

宗

本

山

宥

清

寺

講

有

野

�

日

丞

宗
務
総
長

小

山

日

誠

本
山
宥
清
寺

〒
６０２
―

８３３６
京
都
市
上
京
区
一
条
通
七
本
松
西
入

滝
ヶ
鼻
町
一
〇
〇
五
番
地
の
一

Ｔ
Ｅ
Ｌ

〇
七
五（
四
六
三
）四
六
二
〇
�

Ｆ
Ａ
Ｘ

〇
七
五（
四
六
三
）四
六
五
一

本
門
佛
立
宗

宗
務
本
庁

〒
６０２
―

８３７７
京
都
市
上
京
区
御
前
通
一
条
上
る

東
竪
町
一
一
〇
番
地

Ｔ
Ｅ
Ｌ

〇
七
五（
四
六
一
）一
一
六
六
�

Ｆ
Ａ
Ｘ

〇
七
五（
四
六
四
）五
五
九
九

法
相
宗

管

長

多

川

俊

映

奈
良
市
登
大
路
町
四
八

法
相
宗
興
福
寺

〒
６３０
―

８２１３
〇
七
四
二（
二
二
）七
七
五
五

金
峯
山
修
験
本
宗

總
本
山
金
峯
山
寺

管

長

五

條

順

教

奈
良
県
吉
野
郡
吉
野
町
吉
野
山

〒
６３９
―

３１１５

〇
七
四
六
三（
二
）八
三
七
一

Ｆ
Ａ
Ｘ

〇
七
四
六
三（
二
）四
五
六
三

U
R
L
http
://w
eb.kyoto-inet.or.jp/org/ninnaji

E
-m
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ninnaji@

m
box.kyoto-inet.or.jp

２０００年８月１日
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黄
檗
宗
大
本
山
萬
福
寺

黄
檗
宗
宗
務
本
院

管

長

林

文

照

宗
務
総
長

赤

松

達

明

財
務
部
長

中

島

義

晃

庶
務
部
長

中

澤

元

重

教
学
部
長

秦

旭

光

宇
治
市
五
ヶ
庄
三
番
割
三
四

〒
６１１
―

００１１
〇
七
七
四（
三
二
）三
九
〇
〇

Ｆ
Ａ
Ｘ

〇
七
七
四（
三
二
）六
〇
八
八

顕
本
法
華
宗

管

長

吉

永

日

晴

宗
務
総
長

中

村

通

義

宗
務
次
長

渡

辺

昭

夫

財
務
部
長

藤

�

行

学

布
教
部
長

早

川

義

正

社
会
部
長

大

塚

正

純

教
務
部
長

大

森

俊

栄

庶
務
部
長

島

田

幸

晴

京
都
市
左
京
区
岩
倉
幡
枝
町
九
十
一

〒
６０６
―

００１５
〇
七
五（
七
九
一
）七
一
七
一

Ｆ
Ａ
Ｘ

〇
七
五（
七
九
一
）七
二
六
七

東
京
都
仏
教
連
合
会

会

長

川

澄

祐

勝

理

事

長

大

谷

博

通

事
務
局
長

加

藤

隆

宣

東
京
都
品
川
区
西
五
反
田

三
―
五
―
十
五

徳
藏
寺
内

〒
１４１
―

００３１
〇
三（
三
四
九
一
）二
五
七
一

Ｆ
Ａ
Ｘ

〇
三（
三
七
七
九
）五
〇
八
四

京
都
仏
教
会

会

長

東
伏
見

慈

洽

理

事

長

有

馬

頼

底

京
都
市
上
京
区
今
出
川
通
烏
丸
東
入

相
國
寺
門
前
町
六
八
四
―
一

〒
６０２
―

０８９８
〇
七
五（
二
二
三
）六
九
七
五

Ｆ
Ａ
Ｘ

〇
七
五（
二
二
三
）六
九
七
六

真
言
宗
中
山
寺
派

大

本

山

中

山

寺

宝
塚
市
中
山
寺
二
丁
目
十
一
―
一

〒
６６５
―

０８６１
〇
七
九
七（
八
七
）〇
〇
二
四

Ｆ
Ａ
Ｘ

〇
七
九
七（
八
七
）九
八
七
七

新

義

真

言

宗

東
京
都
文
京
区
湯
島
四
―
六
―
一
二

湯
島
ハ
イ
タ
ウ
ン
Ｂ
―
一
二
一
一

〒
１１３
―

００３４
〇
三（
三
八
一
四
）三
四
六
四

全 仏

－１０－

２０００年８月１日
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京
都
府
仏
教
連
合
会

理

事

長

小

林

照

宥

理

事

蓮

清

典

同

木

越

樹

同

牧

達

雄

同

細

川

景

一

同

仲

田

順

和

同

杉

若

恵

隆

同

村

上

俊

鳳

同

畔

柳

正

顕

同

桃

井

晋

城

同

伊

藤

喬

淳

同

豊

田

元

彦

監

事

長
谷
雄

良

祐

同

吹

田

良

忠

事
務
総
長

桑

澤

宥

康

事
務
総
局
員
一
同

京
都
市
東
山
区
東
大
路
七
条
下
ル

東
瓦
町
九
六
四

総
本
山
智
積
院
内

〒
６０５
―

０９５１
〇
七
五（
五
四
一
）五
三
六
一

神
奈
川
県
仏
教
会

会

長

横

山

敏

明

副

会

長

滝

川

覚

道

同

本

間

孝

康

同

倉

田

隆

常

同

松

蔭

英

龍

事
務
局
長

和

田

大

雅

横
浜
市
中
区
大
平
町
九
六

西
有
寺
内

〒
２３１
―

０８５９
〇
四
五（
六
六
一
）〇
一
六
六

念

法

眞

教

教

団

総

本

山

金

剛

寺

大
阪
市
鶴
見
区
緑
三
―
四
―
二
二

〒
５３８
―

００５４
〇
六（
六
九
一
一
）二
一
〇
一

真

言

三

宝

宗

大

本

山

清

澄

寺

管

長

法

主

坂

本

光

謙

宗

務

長

執

行

長

藤

本

浄

海

鉄
斎
美
術
館

館

長

村

越

英

明

宝
塚
市
米
谷
字
清
シ
一
番
地

〒
６６５
―

０８３７
〇
七
九
七（
八
六
）六
六
四
一

兵
庫
県
仏
教
会

会

長

井

上

紀

生

副

会

長

大

谷

昭

世

同

雲

井

世

雄

同

水

谷

修

夫

神
戸
市
兵
庫
区
北
山
町
十
二
―
五

立
江
寺
内

〒
６５２
―

００５３
〇
七
八（
五
二
一
）一
九
七
五

岐
阜
県
仏
教
会

会

長

寺

町

研

山

理

事

長

竹

市

周

事
務
局
長

奥

村

典

教

岐
阜
市
西
野
町
三
―
一

本
願
寺
岐
阜
西
別
院

南
門
入
口

〒
５００
―

８８８２
〇
五
八（
二
六
六
）七
八
〇
三

Ｆ
Ａ
Ｘ

〇
五
八（
二
六
六
）七
八
〇
三

２０００年８月１日

－１１－

全 仏
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大
阪
府
佛
教
会

会

長

増

田

貞

圓

副

会

長

北

村

日

照

同

ト

半

幸

三

同

三
枝
樹

秀

夫

同

辻

本

戒

雲

事
務
局
長

井

桁

雄

弘

大
阪
市
住
吉
区
墨
江
三
丁
目
十
七
番
八
号

大
圓
寺
内

〒
５５８
―

００４３
〇
六（
六
六
七
一
）三
二
五
九

Ｆ
Ａ
Ｘ

〇
六（
六
六
七
三
）五
〇
〇
四

新
潟
県
仏
教
会

会

長

中

村

啓

識

副

会

長

河

合

憲

敬

同

春

日

浩

三

同

藤

原

馨

同

本

田

義

元

事
務
局
長

小

林

秀

徳

長
岡
市
上
田
町
二
―
二
五

徳
聖
寺
内

〒
９４０
―

００７４
〇
二
五
八（
三
三
）一
五
八
六

孝
道
山

本
仏
殿

統

理

岡

野

正

貫

副

統

理

岡

野

鄰

子

横
浜
市
神
奈
川
区
鳥
越
三
八

〒
２２１
―

００６４
〇
四
五（
四
三
二
）一
二
〇
一

青

森

県

仏

教

会

会

長

黒

滝

信

行

総
合
企
画

室

長

花

田

誠

三

会
計
理
事

三

國

典

昭

事
務
局
長

今

泉

尚

道

青
森
県
弘
前
市
西
茂
森
一
―
十
二
―
三

宗
徳
寺
内

〒
０３６
―

８２７３
〇
一
七
二（
三
二
）四
四
三
七

Ｆ
Ａ
Ｘ

〇
一
七
二（
三
二
）四
四
四
五

鳥
取
県
仏
教
連
合
会

会

長

井

上

興

禅

鳥
取
県
東
伯
郡
赤
碕
町
宮
木
五
七

清
元
院
内

〒
６８９
―

２５２２
〇
八
五
八（
五
五
）七
〇
六
三

臨
済
宗
円
覚
寺
派

大

本

山

円

覚

寺

鎌
倉
市
山
ノ
内
四
〇
九

〒
２４７
―

００６２
〇
四
六
七（
二
二
）〇
四
七
八

財
団
法
人

日
本
佛
教
鑽
仰
会

理

事

長

中

山

静

麿

東
京
都
板
橋
区
舟
渡
四
―
十
五
―
一

〒
１７４
―

００４１
〇
三（
三
九
六
七
）三
二
八
八

全 仏

－１２－

２０００年８月１日
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財
団
法
人

仏
教
伝
道
協
会

会

長

沼

田

智

秀

理

事

長

信

楽

峻

麿

理

事

梶

山

雄

一

同

�

崎

直

道

同

福

山

諦

法

同

永

野

健

同

蓮

清

典

常
務
理
事

�

島

孝

範

監

事

林

行

雄

同

佐

藤

健

東
京
都
港
区
芝
四
―
三
―
一
四

〒
１０８
―

００１４
〇
三（
三
四
五
五
）五
八
五
一

財
団
法
人

埼
玉
県
佛
教
会

会

長

江

連

俊

則

副

会

長

酒

井

文

雄

同

目

黒

靖

淳

専
務
理
事

萩

野

映

明

常
務
理
事

勝

山

良

盛

同

金

子

泰

嶽

同

嘉

村

義

正

同

腰

塚

麟

也

浦
和
市
高
砂
四
―
一
三
―
一
八

〒
３３６
―

００１１
〇
四
八（
八
六
一
）二
一
三
八

Ｆ
Ａ
Ｘ

〇
四
八（
八
六
四
）六
六
四
九

愛
知
県
仏
教
会

会

長

近

藤

真

道

副

会

長

玉

井

康

之

同

吉

田

教

行

同

岡

島

博

司

日
進
市
岩
崎
台
一
―
一
二
四
〇観

音
寺
内

〒
４７０
―

０１３５
〇
五
六
一
七（
二
）三
二
五
八

福
島
県
仏
教
会

会

長

伊

藤

耀

道

専
務
理
事

仙

波

孝

郎

役

職

員

一

同

会
津
若
松
市
中
央
二
丁
目
八
番
二
一
号

紫
雲
寺
内

〒
９６５
―

００３７

〇
二
四
二（
二
二
）四
五
一
八

Ｆ
Ａ
Ｘ

〇
二
四
二（
二
二
）四
五
一
九

社
団
法
人

全
日
本
仏
教
婦
人
連
盟

会

長

友

廣

和

理

事

長

島

田

喜
久
子

副
理
事
長

高

井

仲

子

事
務
局
長

林

恵
智
子

〒
１７０
―

０００４

東
京
都
豊
島
区
北
大
塚
二
―
一
―
一

大
塚
プ
ラ
ザ
ビ
ル
７
Ｆ

〇
三（
三
九
一
〇
）一
二
八
九

財
団
法
人

国
際
仏
教
興
隆
協
会

理

事

長

川

井

匡

俊

事
務
総
長

土

佐

舜

成

役

員

一

同

東
京
都
目
黒
区
中
目
黒
五
―
二
四
―
五
三

〒
１５３
―

００６１
〇
三（
三
七
一
一
）七
六
〇
八

Ｆ
Ａ
Ｘ

〇
三（
三
七
一
一
）七
六
七
三

２０００年８月１日
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今
回
は
、
文
化
財
を
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
化
す
る
事

業
に
取
り
組
ん
で
い
る
真
言
宗
醍
醐
派
・
総
本
山
醍

醐
寺
を
訪
問
し
、
長
瀬
福
男
広
報
室
長
に
お
話
を
伺

っ
た
。
以
下
要
旨
を
ご
紹
介
す
る（

文
責

社
会
部
）

※

※

※

事
業
に
取
り
組
ま
れ
た
き
っ
か
け
を
お
話
下
さ
い
。

醍
醐
寺
に
は
国
宝
四
十
一
点
、
重
要
文
化
財
三
万

九
千
三
百
六
十
二
点
、
そ
の
他
十
万
点
以
上
の
貴
重

な
文
化
財
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
う
ち
古
文
書
は
七
百

箱
余
り
あ
り
、
こ
の
醍
醐
寺
文
書
の
目
録
作
り
は
大

正
三
年
か
ら
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
を
中
心
に
約
八

十
年
に
亘
り
今
日
ま
で
続
け
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

昭
和
六
十
年
前
後
に
、
そ
の
内
の
百
箱
が
重
要
文

化
財
に
指
定
さ
れ
る
際
、
そ
の
指
定
目
録
を
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
ー
を
用
い
て
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
す

る
企
画
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

作
業
は
ど
の
よ
う
に
始
ま
っ
た
の
で
す
か
。

総
務
部
の
文
化
財
管
理
担
当
者
が
、
東
大
な
ど
の

研
究
機
関
と
連
絡
を
取
り
な
が
ら
進
め
ま
し
た
。
先

述
の
大
正
時
代
か
ら
作
成
が
続
け
ら
れ
て
い
る
文
書

の
目
録
が
有
っ
た
た
め
に
、
目
録
の
入
力
が
可
能
に

な
っ
た
と
い
え
ま
す
。
も
し
そ
れ
が
な
け
れ
ば
、
一

つ
一
つ
の
文
字
を
判
読
し
な
が
ら
、
入
力
を
進
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

や
が
て
文
書
の
研
究
が
進
む
に
つ
れ
、
目
録
だ
け

で
な
く
、
文
書
本
文
の
活
字
化
が
研
究
者
な
ど
か
ら

要
請
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
文
書
の
本
文
の

活
字
化
に
は
さ
ら
に
膨
大
な
時
間
が
か
か
り
、
と
て

も
要
請
に
応
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
本

文
を
そ
の
ま
ま
写
真
に
取
り
（
画
像
化
）、
そ
れ
を

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を
用
い
て
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
で
検
索

・
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
し
て
き
ま
し
た
。
五
年
毎
に

シ
ス
テ
ム
を
見
直
し
、
新
た
な
技
術
を
導
入
す
る
よ

う
に
し
て
い
ま
す
。

他
の
収
蔵
文
化
財
の
デ
ジ
タ
ル
化
は
ど
の
よ
う
に

進
め
て
お
ら
れ
ま
す
か
。

古
文
書
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
を
進
め
る
う
ち
に
、

技
術
が
進
展
し
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
で
画
像
も
同
時

に
処
理
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
、

平
成
六
年
頃
、
醍
醐
寺
所
蔵
の
彫
刻
や
絵
画
な
ど
も

同
様
に
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
化
す
る
事
業
が
始
ま
り
、

古
文
書
・
彫
刻
・
絵
画
な
ど
、
文
化
財
を
一
元
的
に

管
理
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

醍
醐
寺
に
は
、
文
化
財
研
究
所
と
い
う
組
織
が
あ

り
、
歴
史
、
考
古
学
の
研
究
者
が
お
ら
れ
ま
し
た
が
、

そ
こ
に
新
た
に
美
術
史
の
研
究
者
に
も
加
わ
っ
て
頂

き
、
専
門
家
の
立
場
か
ら
、
文
化
財
の
測
定
、
デ
ジ

タ
ル
デ
ー
タ
化
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

事
業
を
進
め
る
上
で
気
が
付
か
れ
た
こ
と
は
。

「
終
わ
り
が
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
技
術
の

進
展
に
つ
れ
て
、
入
力
可
能
な
デ
ー
タ
は
増
え
て
く

る
た
め
、
そ
の
都
度
デ
ー
タ
の
内
容
を
見
直
し
て
い

ま
す
。
文
書
の
方
は
ま
だ
蓋
を
開
け
て
い
な
い
も
の

も
あ
り
ま
す
。

絵
画
・
彫
刻
な
ど
の
デ
ー
タ
の
計
測
は
具
体
的
に

ど
の
よ
う
に
進
め
て
お
ら
れ
ま
す
か
。

（
株
）ワ
コ
ー
ル
の
協
力
を
得
て
、
仏
像
の
レ
ー
ザ

ー
光
線
を
用
い
た
計
測
を
試
み
ま
し
た
。
こ
れ
は
一

瞬
の
う
ち
に
約
四
万
点
の
デ
ー
タ
を
計
測
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
重
要
文
化
財
の
吉
祥
天
を
こ
の
方
法

で
計
測
し
た
こ
と
が
あ
り
、
複
雑
な
身
体
の
表
面
を

三
ミ
リ
単
位
で
計
測
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
平
成
二
年
当
時
は
、
レ
ー
ザ
ー
光
線
を

仏
教
と
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
真
言
宗
醍
醐
派

総
本
山
醍
醐
寺

狩野山楽筆襖絵のデジタル模写の色校正

全 仏
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使
用
す
る
関
係
で
、
表
面
が
黒
い
も
の
は
計
測
で
き

ず
、
ま
た
、
据
え
付
け
型
の
た
め
測
定
対
象
の
仏
像

を
測
定
場
所
ま
で
搬
送
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
ま
た
、
測
定
器
自
体
が
女
性
の
身
体
を
対
象

と
し
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
百
八
十
セ
ン
チ
ま
で
の

も
の
し
か
測
定
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

し
か
し
現
在
、
こ
の
技
術
は
更
に
進
展
し
て
、
建

造
物
な
ど
大
き
な
も
の
の
計
測
も
で
き
る
よ
う
に
な

っ
て
き
て
い
ま
す
。
今
後
は
こ
う
し
た
技
術
を
更
に

生
か
し
て
行
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
化
の
メ
リ
ッ
ト
は
ど
う
い
っ
た

点
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

ご
存
じ
の
よ
う
に
、
醍
醐
寺
は
何
度
か
火
災
に
遭

い
、
そ
の
度
ご
と
に
貴
重
な
文
化
財
が
失
わ
れ
て
い

ま
す
。
今
で
も
山
の
方
（
上
醍
醐
）
に
は
消
防
車
が

入
り
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
絶
対
は
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
こ
と
で
す
が
、
火
災
や
地
震
な
ど
で
文
化
財
が
失

わ
れ
た
時
、
そ
の
文
化
財
の
画
像
や
、
各
部
の
数
値

が
正
確
に
残
さ
れ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
を
元
に
復
元
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
後
世
の
人
が
見
た
時
に
き
っ

ち
り
と
分
か
る
も
の
を
デ
ー
タ
化
し
て
お
き
た
い
。

そ
う
し
た
願
い
を
持
っ
て
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

そ
の
他
、
文
化
財
の
保
存
に
先
進
技
術
を
応
用
さ

れ
て
い
る
事
例
を
お
話
下
さ
い
。

三
宝
院
に
あ
る
狩
野
山
楽
の
襖
絵
「
竹
林
花
鳥

図
」
な
ど
七
十
二
面
の
重
要
文
化
財
の
痛
み
が
目
立

ち
始
め
た
た
め
、
そ
れ
ら
を
環
境
の
安
定
な
場
所
に

移
し
て
保
存
し
、
代
わ
り
に
模
写
を
置
こ
う
と
い
う

話
し
が
持
ち
上
が
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
現
在
、
模

写
の
で
き
る
職
人
は
少
な
く
、
模
写
の
開
始
を
待
つ

間
に
も
痛
み
は
進
ん
で
し
ま
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
現
在
の
技
術
を
総
動
員
し
た
デ
ジ
タ
ル

模
写
を
試
み
て
み
ま
し
た
。
描
か
れ
た
当
初
の
姿
を

再
現
し
た
「
復
元
模
写
」
か
、
シ
ミ
や
色
あ
せ
な
ど

を
再
現
し
た
「
現
状
模
写
」
の
ど
ち
ら
に
す
る
か
検

討
し
ま
し
た
が
、
結
果
と
し
て
「
現
状
模
写
」
を
採

用
し
作
業
を
進
め
ま
し
た
。
ご
覧
頂
く
と
理
解
頂
け

る
と
思
い
ま
す
が
、
一
般
の
人
が
見
た
場
合
、
ほ
と

ん
ど
気
付
か
な
い
程
、
精
巧
な
も
の
が
で
き
ま
し
た
。

更
に
、
こ
の
技
術
を
応
用
す
れ
ば
、
拡
大
縮
小
、
複

製
も
自
由
に
で
き
ま
す
。

こ
う
し
て
積
極
的
に
文
化
財
の
保
存
や
修
復
に
取

り
組
ま
れ
て
い
る
理
由
は
。

大
正
期
に
大
学
の
研
究
者
と
協
力
し
て
、
醍
醐
寺

の
宝
物
に
「
文
化
財
」
と
い
う
視
点
を
持
ち
込
ん
だ

こ
と
が
大
き
い
と
思
い
ま
す
。
貴
重
な
寺
宝
も
広
く

学
問
・
文
化
の
発
展
に
寄
与
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
た
め
に
、
今
も
研
究
者
と
交
流
を
続
け
、
様
々

な
力
添
え
を
頂
き
な
が
ら
保
存
・
修
復
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。
古
文
書
の
目
録
の
デ
ー
タ
入
力
も
、
日

本
女
子
大
と
跡
見
学
園
で
学
生
の
協
力
を
得
て
進
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

今
後
の
展
望
を
お
話
下
さ
い
。

ま
ず
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
デ
ー
タ

の
公
開
と
い
う
こ
と
で
す
。
我
々
の
作
成
し
た
画
像

や
、
文
字
デ
ー
タ
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
を
利
用

し
て
公
開
し
、
研
究
な
ど
に
役
立
て
て
頂
く
の
は
良

い
の
で
す
が
、
悪
用
さ
れ
る
お
そ
れ
も
無
い
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
公
開
す
る
に
あ
た
っ
て
、
デ
ー
タ
を
二
次

利
用
す
る
人
々
に
制
限
を
か
け
ら
れ
る
か
ど
う
か
、

ま
た
電
子
メ
ー
ル
の
や
り
と
り
の
際
の
機
密
保
持
の

技
術
な
ど
を
、
若
手
で
造
詣
の
深
い
僧
侶
の
協
力
を

得
て
現
在
研
究
を
進
め
て
い
ま
す
。

ま
た
、
こ
う
し
た
技
術
の
進
展
に
伴
う
、
著
作
権

保
護
の
方
策
も
研
究
し
て
い
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

あ
と
、
具
体
的
な
こ
と
で
す
が
、
現
在
、
縦
書
き

の
梵
字
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
で
使
用
で
き
な
い
と
い

う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
古
文
書
は
縦
書
き
が
ほ
と
ん

ど
で
、
デ
ー
タ
そ
の
も
の
を
縦
書
き
で
扱
う
こ
と
は

ま
だ
で
き
て
い
ま
せ
ん
。
こ
う
し
た
こ
と
も
今
後
の

課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

長
瀬
福
男
広
報
室
長

２０００年８月１日
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六
月
十
六
日
、
東
京
都
仏
教
連
合
会
総
会
が
、
築

地
本
願
寺
で
開
催
さ
れ
た
。

午
後
二
時
よ
り
大
谷
博
通
理
事
長
を
議
長
に
理
事

会
が
開
催
さ
れ
た
。
理
事
会
終
了
後
の
午
後
三
時
よ

り
川
澄
祐
勝
会
長
を
議
長
に
総
会
が
開
催
さ
れ
平
成

十
一
年
度
の
会
務
報
告
・
決
算
報
告
・
監
査
報
告
が

行
わ
れ
、
続
い
て
平
成
十
二
年
度
事
業
計
画
が
審
議

さ
れ
承
認
さ
れ
た
。

午
後
四
時
か
ら
は
研
修
会
が
開
催
さ
れ
、
本
会
元

事
務
総
長
の
荒
川
正
憲
師
が
戒
名
（
法
名
）
問
題
に

つ
い
て
講
演
さ
れ
た
。

―
六
月
―

一
日

ル
ン
ビ
ニ
ー
事
務
連
絡
会
議

六
日

局
内
会
議

八
日

日
宗
連
理
事
会

前
内
閣
総
理
大
臣
葬
儀
参
列

全
青
協
墨
蹟
展
開
会
式
出
席

九
日

法
律
相
談
室

十
三
日

日
韓
・
韓
日
仏
教
文
化
交
流
大
会
出
席

十
五
日

仏
骨
奉
迎
百
周
年
記
念
法
要
参
列

十
六
日

東
京
都
仏
教
連
合
会
総
会
出
席

十
九
日

ル
ン
ビ
ニ
ー
委
員
会

二
十
一
日

局
内
会
議

二
十
二
日

法
律
相
談
室

二
十
三
〜
二
十
四
日

Ｗ
Ｆ
Ｂ
執
行
委
員
会
出
席

二
十
九
日

総
務
委
員
会

三
十
日

同
和
研
修
会

ル
ン
ビ
ニ
ー
事
務
連
絡
会
議

―
七
月
―

三
日

同
和
委
員
会

四
日

局
内
会
議

五
日

税
務
委
員
会

天
台
宗
人
権
啓
発
中
央
研
修
会
出
席

七
日

曹
洞
宗
群
馬
県
現
職
研
修
会
出
席

曹
洞
宗
被
差
別
戒
名
追
善
法
要
参
列

二
十
一
日

ル
ン
ビ
ニ
ー
事
務
連
絡
会
議

二
十
六
日

全
日
本
仏
教
徒
会
議
打
合
せ
出
席

二
十
七
日

日
宗
連
理
事
会

法
律
相
談
室

局
内
会
議

三
十
日

全
国
仏
教
保
育
大
会

三
十
一
日

ル
ン
ビ
ニ
ー
委
員
会

伊
藤
襄
爾
師
（
全
仏
元
理
事
）

六
月
七
日
遷
化
、
七
十
二
歳

曹
洞
宗
元
総
務
部
長

上
司
永
慶
師

六
月
二
十
一
日
遷
化
、
七
十
二
歳

華
厳
宗
管
長

東
京
都
仏
教
連
合
会
総
会

二
〇
〇
〇
年
八
月
一
日
発
行

八
月
号

第
四
六
〇
号

講演する荒川正憲師
発
行
人

西

村

輝

成

発
行
所

財
団
法
人

全

日

本

仏

教

会 全
仏
誌
ご
送
付
先
の
郵
便
番
号
、
住
所
、
氏
名
等

に
変
更
あ
る
場
合
、
左
記
ま
で
ご
連
絡
を
お
願
い
致

し
ま
す
。
帯
封
で
ご
送
付
の
場
合
、
帯
封
記
載
の
送

付
番
号
も
お
知
ら
せ
下
さ
い
。

連
絡
先

〒
一
○
五
―
○
○
一
一

東
京
都
港
区
芝
公
園
四
ー
七
ー
四

明
照
会
館
内

全
日
本
仏
教
会
事
務
総
局
社
会
部

電

話
○
三
ー
三
四
三
七
ー
九
二
七
五

Ｆ
Ａ
Ｘ
○
三
ー
三
四
三
七
ー
三
二
六
○

全
仏
誌
郵
送
先

住
所
・
氏
名
変
更

御
連
絡
の
お
願
い

哀

悼

〒
一
〇
五
―
〇
〇
一
一
東
京
都
港
区
芝
公
園
四
―
七
―
四

電
話
〇
三（
三
四
三
七
）九
二
七
五

全日本仏教会ホームページ http://www.jtvan.co.jp/～jbf

全 仏
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２０００年８月１日


